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○長妻委員 民主党の長妻昭でございます。 

 今のやりとりを聞いておりまして、大臣に申し上げたいのは、野党の懸念を全否定して、それはないというこ

とでなくて、少しはそういうこともある可能性があるのではないかということも受けとめて、いろいろ御検討を

いただきたい。就学援助のときも、生活保護の水準が下がって、そういうことはないようにするんだ、大丈夫だと

言って、結局大丈夫でなかったわけでありますから、万全の、この国会で出た野党の懸念についても役所の中で

もう一回受けとめて、果たしてどういうそうならないための策があるのかというのも真摯に御検討いただきたい

と思います。 

 まずは、今回は法案が、閣法と議員立法が出ておりまして、その議員立法については、介護職員と障害福祉職員

の人材確保特別措置法案というものも出ております。この議員立法について、処遇改善の法案でありますけれど

も、法案提出者に、その中身と、なぜ賃金の上昇というのが必要なのか、これについて説明をいただければと思い

ます。 

○山井議員 長妻委員にお答えをさせていただきます。 

 今の田村大臣と中根委員の質疑を聞いておりましても、やはり介護、障害者福祉を支える基本はまさに働く職

員の方々でありますから、ただでさえ低い職員の方々の給料がこれ以上低くなってしまうと人が集まらなくなっ

てしまいます。そういうことがあってはならないというのは、与野党を超えた、この厚生労働の委員のみんなの

共通認識であると思っております。 

 さらに、高齢者に対する介護、そして障害者の方々に対する福祉の仕事というのは、世の中にある仕事の中で

も最もとうとい、かつ大変な仕事だと私は思っております。その意味では、ぜひとも、今この場において、私たち

の総意で、介護職員、障害者福祉職員の賃金を上げていく、そういうことを与野党を超えて取り組んでいくこと

が必要だというふうに思っております。 

 さらにつけ加えますと、安倍総理も賃金引き上げということを強く経済界にも要請されておりますが、恐らく

全国の障害者や介護現場の方々からすると、ニュースを見るたびに、何か世の中はベースアップ、賃上げ賃上げ

と言っているけれども、自分たちだけは取り残されている、ただでさえ賃金が低いのに自分たちは取り残されて

いる、そういうつらさ、寂しさを感じているのではないでしょうか。 

 今こそ、消費税もアップされたわけですから、介護、障害者福祉の職員の方々の賃金を、しっかりと私たち国会

の力で引き上げていく必要があると考えております。 

○長妻委員 ありがとうございます。 

 そして、今回、閣法は、医療介護総合確保法案ということで、二十本近くの法案が束ねられているわけです。議

員立法の山井提出者にこの閣法についても意見をお伺いしたいんですけれども、今回の閣法についてどういうふ

うにお考えになっておられますか。 

○山井議員 長妻委員にお答えをいたします。 

 昨日の参考人質疑でも京都ヘルパー連絡会の浦野さんがおっしゃっておられましたように、今回の政府案の一

つの問題点は、あたかも、今、デイサービスやホームヘルプでプロの職員がされている仕事を、ボランティアの

方々でも同じような介護をできると言わんばかりの内容になっている、やはりそれは問題だと私は思っておりま

す。 

 今、全国百六十万人の要支援の高齢者を支えておられるデイサービスやホームヘルプのプロの職員の方々は、

ただでさえ安い給料で精いっぱい献身的に愛を持って働いておられるわけでありまして、その方々の待遇を確保

していく。そのためには、田村大臣も答弁されておられますように、もちろんプラスアルファとしてはボランテ

ィアというのは当然あっていいと思いますが、和光市の例が示しておられますように、やはり中核は今までどお

りしっかりと専門職でなければならないと思っております。 

 きょう配付されております中根委員の資料の中にしっかりと、一月二十一日の全国厚生労働関係部局長会議で

は、五—六％の伸びを三—四％に抑制するという資料が既に配付をされております。そして、「短期的には、生活



支援・介護予防の基盤整備の支援充実にあわせ、より大きな費用の効率化」ということが書かれております。 

 それに続きまして、五枚目では、「国として法に基づくガイドラインの中で、すべての市町村が要支援者のサー

ビス提供を効率的に行い、総費用額の伸びを低減させることを目標として努力することを記載。」と、一月二十一

日の部局長会議の資料で書かれております。 

 それに基づきまして、二月二十五日の全国介護保険課長会議におきましては、「サービス内容に応じた市町村に

よる単価設定を可能とする。国が定める単価（現行の予防給付の訪問介護、通所介護の報酬相当）以下の単価を市

町村が設定する仕組みを検討。」というふうに、そういう意味では、来年四月以降は単価を上げることは許されな

い、下げる意味で自由にということでありますから、やはり単価を下げる上に伸びを抑制するということは、介

護職員、障害者福祉職員の賃金が下がるのではないかと不安が高まるのは当然であります。 

 しかし、ここにおられる委員の先生方は、皆さん、給与を下げるなんてことは恐らく考えておられないと思い

ます。 

 そういう意味では、この政府案、閣法とは別途、私たちの思いとして、介護や障害者福祉の現場で働く方々の賃

金は引き上げるという法律をしっかりと成立させる必要があると考えております。 

 以上です。 


